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資料４３ 
 

情報公開･個人情報保護審議会 諮問・報告事項 
 

 

件

名 
レセプト情報管理システムの利用に係る外部結合等について 

 

 

内容は別紙のとおり 

 

 

条例の根拠 

【諮問】 

◇第 17条第１項第 4号（外部電子計算機との結合） 

 

【報告】 

◇第 14条第 1項（業務委託） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（担当部課：福祉部生活福祉課） 
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事業の概要 

事業名  レセプト情報管理システムの利用等 

担当課  生活福祉課及び保護担当課 

目 的  レセプト情報を社会保険診療報酬支払基金（以下「支払基金」という。）よりオ

ンラインで受領し、レセプトの管理を行う。 

対象者  生活保護受給者、中国残留邦人等に対する支援受給者 

事業内容 １ 事業概要  

平成２３年度以降、生活保護受給者及び中国残留邦人等に対する支援受給者が医

療機関を受診した場合、医療機関からのレセプト情報は、一部例外を除き、支払基

金を経て全国の福祉事務所へオンラインで送付されている（内閣官房ＩＴ戦略本部

による平成１８年１月１９日「ＩＴ新改革戦略」）。 

また、厚生労働省では、生活保護及び中国残留邦人等に対するレセプト情報管理

システムを平成２１年度に開発し（※）、全国の福祉事務所へソフトウェアの提供

を行った。新宿区においても平成２３年度に導入し、オンライン化に対応している

ところである（平成 22年第 5回本審議会承認事項）。 

この度、レセプト情報管理システムのサーバ機器の保守が終了すること及びシス

テムサポートが終了することに伴い、ＬＧＷＡＮ回線を用いて富士通エフ・アイ・

ピー株式会社が提供するＬＧＷＡＮ－ＡＳＰサービスであるレセプト情報管理シ

ステムを利用することとする。 

※ 開発元 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 

 

２ 対象数 

（１）生活保護受給者 

月間約１８，０００件 

（２）中国残留邦人等に対する支援受給者 

   月間約１２０件 
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別紙（電子計算機の外部結合関係） 

◇外部との結合（第 17条第 1項第4号関係）・・・諮問事項 
 

 件名 レセプト情報管理システムの利用に係る外部結合について 
 

保有課（担当課）  生活福祉課及び保護担当課 

登録業務の名称  生活保護（法内援護）、中国残留邦人等に対する支援 

結合される情報項目（だ
れの、どのような項目か） 

１ 個人の範囲 
  生活保護受給者及び中国残留邦人等に対する支援受給者 
２ 情報項目 
  診療年月、レセプト種別、都道府県番号、処理年月、レセプト管理番号、 
  検索番号、入外別種別、医療機関コード、医療機関名、診療科、 
  保険種別、本人・家族区分、市町村番号、受給者番号、保険者番号、 
  被保険者証記号・番号、給付割合、公費負担者番号、氏名、性別、 
  生年月日、診療実日数、傷病名、主傷病名、診療開始日、決定点数、 
  請求点数、療養の給付、食事療養・生活療養、請求確定金額、 
  高額療養費金額 

結合の相手方 
 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 

（プライバシーマーク認証、ISO9001 認証取得、ISO/IEC27001 認証取得、
ISO/IEC20000認証取得） 

結合する理由 

レセプト情報管理システムのサーバ機器の保守が終了すること及びシステ
ムサポートが終了することに伴い、ＬＧＷＡＮ回線を用いたシステムを利用
する。 
新システムはＬＧＷＡＮを利用して民間事業者が地方公共団体に高品質の

各種サービスを提供することを認めるＬＧＷＡＮ-ＡＳＰに登録されたシス
テムである。ＬＧＷＡＮ-ＡＳＰに登録されたシステムは、地方公共団体情報
システム機構による審査及び登録を受けており、非常に高いセキュリティレ
ベルと品質が確保されている。また新規の機器導入及び管理の必要がなく、
経費面、運用面に優れている。 
このため、このＬＧＷＡＮ-ＡＳＰに登録されたシステムの中で、レセプト

情報管理のサービスを提供できる事業者を相手方として結合するものであ
る。 

結合の形態 
ＬＧＷＡＮを利用して、区のイントラネットパソコンと「富士通エフ・ア

イ・ピー株式会社」が管理・運用するレセプト管理システムを接続する。 

結合の開始時期と期間 平成２９年６月１日（予定）から平成３０年３月３１日まで（以降継続） 

情報保護対策 

外部結合にあたっては、区及び富士通エフ・アイ・ピー株式会社は、「新宿
区個人情報保護条例」及び「新宿区情報セキュリティ規則」を厳守し、次の
個人情報保護措置を講ずる。 
１ 通信は、ＬＧＷＡＮによる専用回線を使用し、ファイアウォールによる
通信制御を行う。 

２ 通信により授受するデータは暗号化を実施する。 
３ 個人情報、ログインパスワード等は暗号化を行いデータベースに格納す
る。 

４ システムの運用保守に当り、端末を操作する際は、事前に承認された保
守要員のみが行う。 

５ 不正アクセス対策、コンピュータウイルス対策、アクセスログの管理監
視によるセキュリティ管理を実施する。 

６ イントラネットパソコン及びレセプト情報管理システムへのログイン時
には、ＩＤ、及びパスワードにより、アクセス権限の確認を行う。 

７ 地方公共団体情報システム機構が定める「総合行政ネットワークＡＳＰ 
ガイドライン」及び「総合行政ネットワークＡＳＰ基本要綱」を遵守する。 
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別紙（業務委託） 

◇電子計算機による個人情報の処理委託、重要な個人情報の提供を伴う

委託（第 14条第１項）・・・報告事項 
 

 件名 レセプト情報管理システムのサービス提供業務の委託について 
 

保有課(担当課)  生活福祉課及び保護担当課 
登録業務の名称  生活保護（法内援護）、中国残留邦人等に対する支援 

委託先 
 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 
（プライバシーマーク認証、ISO9001 認証取得、ISO/IEC27001 認証取得、
ISO/IEC20000認証取得） 

委託に伴い事業者に処理
させる情報項目（だれの、
どのような項目か） 

１ 個人の範囲 
 生活保護受給者及び中国残留邦人等に対する支援受給者 
２ 情報項目 
 診療年月、レセプト種別、都道府県番号、処理年月、レセプト管理番号、
検索番号、入外別種別、医療機関コード、医療機関名、診療科、保険種別、
本人・家族区分、市町村番号、受給者番号、保険者番号、 
被保険者証記号・番号、給付割合、公費負担者番号、氏名、性別、生年月日、
診療実日数、傷病名、主傷病名、診療開始日、決定点数、請求点数、 
療養の給付、食事療養・生活療養、請求確定金額、高額療養費金額 

処理させる情報項目の記
録媒体 

 電磁的媒体 

委託理由 

レセプト情報管理システムのサーバ機器の保守が終了すること及びシステ
ムサポートが終了することに伴い、ＬＧＷＡＮ回線を用いたシステムを利用
する。 
新システムはＬＧＷＡＮを利用して民間事業者が地方公共団体に高品質の

各種サービスを提供することを認めるＬＧＷＡＮ-ＡＳＰに登録されたシス
テムである。 
ＬＧＷＡＮ-ＡＳＰに登録されたシステムは、地方公共団体情報システム機

構による審査及び登録を受けており、非常に高いセキュリティレベルと品質
が確保されている。また新規の機器導入及び管理の必要がなく、経費面、運
用面に優れている。 
このため、このＬＧＷＡＮ-ＡＳＰに登録されたシステムの中で、レセプト

情報管理のサービスを唯一提供できる上記委託先事業者に委託するものであ
る。 

委託の内容 

１ レセプト情報管理システムサービスの提供 
２ バックアップ等運用管理 
３ サーバ機器・ネットワーク管理 
４ 障害・保守対応 
５ 情報セキュリティ対策 
６ 初期設定作業等 
 ※ 委託事業者は直接的に個人情報を扱うことはないが、上記業務のうち、

２から４までの業務において、バックアップ等の個人情報を間接的に扱
うことがある。 

委託の開始時期及び期限 平成２９年６月１日（予定）から平成３０年３月３１日まで（以降継続） 

委託にあたり区が行う情
報保護対策 

１ 区と委託先との契約書に、別紙「特記事項」を付し、委託先が新宿区個
人情報保護条例及び新宿区情報セキュリティ規則を厳守することを明記す
る。 

２ 区と委託先との契約書に、システムを設置するデータセンターを国内に
限定し、施設や設備が区の指定する基準を満たしていることを明記する。 

３ 区と委託先との契約書に、情報セキュリティ格付会社によるセキュリテ
ィ診断を毎年受診することを明記する。 

４ 必要に応じ、区職員が立ち入り調査を行い、個人情報の管理、保管状況
の確認を行う。 
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受託事業者に行わせる情
報保護対策 

１ 通信は、ＬＧＷＡＮによる専用回線を使用し、ファイアウォールによる 
通信制御を行い、授受するデータは暗号化を実施させる。 

２ 個人情報、ログインパスワード等は暗号化を行いデータベースに格納さ
せる。 

３ 上記委託の内容の欄の２から４までの業務の遂行に当り、端末を操作す
る際は、事前に承認された保守要員のみに行わせる。 

４ 不正アクセス対策、コンピュータウイルス対策、アクセスログの管理監
視によるセキュリティ管理を実施させる。 

５ システム操作権限設定により、サーバ環境の変更設定、情報の閲覧・変
更を制御させる。 

６ 有人による常時監視に加え、不正利用等システム動作記録の解析を行わ 
せる。 
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特 記 事 項 
 

（基本的事項） 

１ 乙は、個人情報の保護及び情報セキュリティの重要性について十分な認識を持ち、この契約によ

る業務（以下「業務」という。）を行うに当たっては、必要な措置を講じなければならない。 

（秘密の保持） 

２ 乙は、業務に関して知り得た個人情報を一切第三者に漏らしてはならない。この契約が終了した

後においても同様とする。 

（適正収集） 

３ 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、その利用目的をできる限り特定し、その利

用目的を達成するために必要な最小限の範囲内で、公正かつ適正な手段によって収集しなければな

らない。 

（本人収集及び利用目的の明示） 

４ 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、本人に対しその利用目的を明示し、かつ、

本人から直接これを収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りではない。 

（収集禁止事項） 

５ 乙は、業務を行うに当たっては、甲の承諾があるときを除き、次に掲げる事項に関する個人情報

の収集を行ってはならない。 

(1) 思想、信条及び宗教に関する事項 

(2) 社会的差別の原因となる事実に関する事項 

(3) 犯罪に関する事項 

(4) その他区民の個人的秘密が侵害されるおそれがあると甲が認めた事項 

（持ち出しの禁止） 

６ 乙は、業務を行うに当たっては、個人情報を甲が指定した場所の外へ持ち出してはならない。た

だし、甲の承諾があるときは、この限りではない。 

（目的外利用及び第三者への提供等の禁止） 

７ 乙は、業務に関して知り得た個人情報を、この契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供し、

若しくは使用させてはならない。 

（適正な管理） 

８ 乙は、業務に伴い取り扱う個人情報について、施錠できる保管庫に保管する等善良な管理者の注

意をもって保管及び管理にあたらなければならない。 

（複写等の禁止） 

９ 乙は、業務を行うために甲から提供され、又は乙が収集した個人情報を複写し、又は複製しては

ならない。 

（再委託の禁止） 

10 乙は、業務を行うに当たって、個人情報を取り扱う業務を一切第三者に委託してはならない。 



 

7 

（資料等の返還等） 

11 乙は、この契約の終了後は、業務を行うために甲から提供され、又は乙が収集し、若しくは作成

した個人情報が記録された資料等を甲に返還し、又は引き渡し、乙が業務を行うに当たり乙の電子

計算機を使用した場合には、当該電子計算機に記録された業務に係る個人情報を消去する。ただし、

甲が別に指示したときは、その指示に従う。 

12 乙は、個人情報を消去した場合には、消去をしたことの記録を保存するとともに、甲に対して消

去をしたことの証明書を提出するものとする。なお、甲は、必要に応じ、消去の状況について確認

を行うものとする。 

（個人情報を取り扱う従事者の指定） 

13 乙は、業務を行うに当たっては、個人情報を取り扱わせる取扱責任者及び取扱者を指定し、甲に

報告するものとする。 

（業務に関する報告） 

14 乙は、甲の求めがあった場合は、業務に関する個人情報の取扱い状況の報告を行うものとする。 

（監査） 

15 乙は、業務に関する個人情報の管理状況について、甲の立入調査等による監査を受けるものとす

る。 

（従事者に対する教育） 

16 乙は、乙の従事者に対する個人情報の適正な管理及び情報セキュリティに関する教育を実施する

とともに、新宿区個人情報保護条例について周知するものとする。 

（事故発生時等における報告） 

17 乙は、業務に関する個人情報の取扱いに関して事故が発生し、若しくは発生するおそれがあると

き又は前各項に掲げる事項に違反したときは、速やかに甲に対して通知するとともに、その状況に

ついて書面をもって報告し、甲の指示に従うものとする。 

（公表） 

18 甲は、乙が前各項に掲げる事項に違反し、又は怠ったときは、その事実を公表することができる。 

（損害の賠償） 

19 乙は、第１項から第１７項までに掲げる事項に違反し、又は怠ったことにより甲又は第三者に損

害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。 

 


